
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
燃料供給系に発生する蒸発燃料をキャニスタに吸着してこれを空気とともに吸気系にパー
ジする蒸発燃料処理機構を備え、同機構により前記吸気系にパージされるパージガスの流
量を内燃機関の空燃比に応じて制御する筒内噴射式内燃機関の蒸発燃料処理装置において
、
前記内燃機関の潤滑に供される潤滑油の全体についてその燃料希釈度合を推定する推定手
段と、
前記推定される燃料希釈度合が大きいことを条件に前記蒸発燃料処理機構によるパージを
禁止する禁止手段と
を備えたことを特徴とする筒内噴射式内燃機関の蒸発燃料処理装置。
【請求項２】
前記禁止手段は前記パージを禁止するに際し、前記推定される燃料希釈度合が大きく且つ
実空燃比と目標空燃比との乖離傾向に基づき求められる空燃比フィードバック制御の空燃
比補正量が目標空燃比に対する実空燃比のリッチ傾向を補償する側に所定量以上増大して
いることを条件とする
請求項１記載の筒内噴射式内燃機関の蒸発燃料処理装置。
【請求項３】
前記 手段は前記内燃機関の運転履歴に基づいて前記燃料希釈度合を推定する
請求項１又は２記載の筒内噴射式内燃機関の蒸発燃料処理装置。
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【請求項４】
前記 手段は前記燃料希釈度合の増大する状況下で前記内燃機関の運転がなされたこと
を監視し、その監視履歴に基づいて前記燃料希釈度合を推定する
請求項３記載の筒内噴射式内燃機関の蒸発燃料処理装置。
【請求項５】
前記 手段は機関始動から機関停止までの間に前記気筒内で発生する総燃焼熱量を機関
運転状態に基づいて推定し、機関始動時の機関温度が所定温度以下であり且つ前記推定さ
れる総燃焼熱量が所定量以下であるときに前記燃料希釈度合の増大する状況下で前記内燃
機関の運転がなされた旨判断する
請求項４記載の筒内噴射式内燃機関の蒸発燃料処理装置。
【請求項６】
前記 手段は機関始動から機関停止までの間の吸入空気量積算値又は燃料噴射量積算値
が所定値以下であるときに前記総燃焼熱量が所定量以下である旨判断する
請求項５記載の筒内噴射式内燃機関の蒸発燃料処理装置。
【請求項７】
前記 手段は前記潤滑油の温度又は同温度と相関を有するパラメータに基づいて前記燃
料希釈度合の低下する状況下であるか否かを判断し、
前記燃料希釈度合の増大する状況下で前記内燃機関の運転がなされた旨の履歴が発生した
ときにカウントアップされ、前記燃料希釈度合の低下する状況下である旨判断されたとき
に徐々にカウントダウンされるカウンタ値の大きさに基づいて前記燃料希釈度合を推定す
る
請求項４乃至６のいずれかに記載の筒内噴射式内燃機関の蒸発燃料処理装置。
【請求項８】
前記 手段は燃料噴射によって気筒内周面に付着する燃料量と相関を有するパラメータ
に基づいて前記燃料希釈度合の増大速度を算出し、該算出される増大速度に基づいて前記
燃料希釈度合を逐次更新してこれを学習することにより同燃料希釈度合を推定する
請求項１又は２のいずれかに記載の筒内噴射式内燃機関の蒸発燃料処理装置。
【請求項９】
前記 手段は前記燃料希釈度合の増大速度を算出するに際して、燃料噴射量、燃料噴射
時期、及び機関温度の少なくとも一つを前記気筒内周面の燃料付着量と相関を有するパラ
メータとして選択する
請求項８記載の筒内噴射式内燃機関の蒸発燃料処理装置。
【請求項１０】
前記 手段は前記潤滑油の温度又は同温度と相関を有するパラメータに基づいて潤滑油
全体から蒸発する燃料の量を更に推定し、該推定される燃料蒸発量に基づき前記燃料希釈
度合についてその低下速度を算出するとともに、該算出される低下速度並びに前記算出さ
れる増大速度に基づいて前記燃料希釈度合を逐次更新してこれを学習することにより同燃
料希釈度合を推定する
請求項８又は９記載の筒内噴射式内燃機関の蒸発燃料処理装置。
【請求項１１】
燃料供給系に発生する蒸発燃料をキャニスタに吸着してこれを空気とともに吸気系にパー
ジする蒸発燃料処理機構を備え、同機構により前記吸気系にパージされるパージガスの流
量を内燃機関の空燃比に応じて制御する筒内噴射式内燃機関の蒸発燃料処理装置において
、
実空燃比と目標空燃比との定常的な乖離傾向を補償するため空燃比学習値を複数に分割さ
れた機関負荷領域毎に求め、それら機関負荷領域毎に求められる各空燃比学習値について
その機関高負荷域の値と機関低負荷域の値との乖離程度が大きいことを条件に前記蒸発燃
料処理機構によるパージを禁止する禁止手段を備える
こと特徴とする筒内噴射式内燃機関の蒸発燃料処理装置。
【請求項１２】
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前記禁止手段は前記パージを禁止するに際し、前記乖離程度が大きく且つ実空燃比と目標
空燃比との乖離傾向に基づき求められる空燃比フィードバック制御の空燃比補正量が前記
乖離傾向として実空燃比が目標空燃比よりもリッチ側に乖離する傾向を補償する側に所定
量以上増大していることを条件とする
請求項１１記載の筒内噴射式内燃機関の蒸発燃料処理装置。
【請求項１３】
前記禁止手段は前記パージを禁止するに際し、機関低負荷時にあることを条件とする
請求項１乃至１２のいずれかに記載の筒内噴射式内燃機関の蒸発燃料処理装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、燃料供給系に発生する蒸発燃料を吸気系にパージする蒸発燃料処理機構を備
え、同機構により吸気系にパージされるパージガスの流量を内燃機関の空燃比に応じて制
御するようにした筒内噴射式内燃機関の蒸発燃料処理装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
内燃機関においては通常、燃料タンク等の燃料供給系に発生する蒸発燃料をキャニスタに
一旦吸着させるとともに、これを所定のタイミングをもって吸気系に導入して処理（いわ
ゆるパージ）するようにしている。このパージガスには多量の燃料成分が含まれており、
このパージガスの量が適切に制御されていない場合には空燃比の乱れ等を招くこととなる
。
【０００３】
そこで従来、特開２００１－１５２９３１号公報に記載されるように、空燃比フィードバ
ック制御を通じて求められる実空燃比と目標空燃比との乖離傾向を監視し、この乖離傾向
に基づいてパージガスの燃料濃度（パージ濃度）を学習するようにしている。そして、こ
のパージ濃度に基づいてパージ流量を制御することにより、機関運転状態に応じた適切な
量のパージガスを吸気系に導入するようにしている。
【０００４】
ところで、内燃機関には、気筒内からクランクケース内に漏出するガス、いわゆるブロー
バイガスを処理するためのブローバイガス還元装置が備えられている。ブローバイガスは
、強酸性であるため、機関本体の金属部分に錆を発生させたり、同本体内に存在する潤滑
油を劣化させたりするおそれがある。このブローバイガス還元装置は、外部（正確には吸
気系に設けられたエアクリーナ等）から新気を機関本体内に導入し、これをクランクケー
ス内部で循環させて最終的に吸気系に戻すといった掃気処理を行うことにより、ブローバ
イガスを外部に排出することなく処理するようにしている。
【０００５】
また、このブローバイガスには燃料未燃成分が含まれている。このため、これを単に吸気
系に戻すようにすると、燃料噴射量を実質的に変動させてしまうようになる。しかしなが
ら、このブローバイガスに含まれる燃料未燃成分の濃度はそれほど高くなく、また大きく
変化することも通常はない。このため、こうした燃料噴射量の変動については、空燃比フ
ィードバック制御を通じて対処することができ、その悪影響についてもこれを無視できる
程度にまで抑えることができる。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、燃料噴射弁から燃料を気筒内に直接噴射するようにした筒内噴射式内燃機
関にあっては、吸気ポート噴射式内燃機関とは異なり、燃料噴射弁の噴孔と気筒内周面と
の間の距離が極めて短く、噴射燃料が同気筒内周面に直接衝突し得る構成を備えている関
係から、以下のような問題が無視できないものとなる。
【０００７】
即ち、機関冷間時にあっては、気筒内における燃料の霧化が促進され難いために、噴射燃
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料の一部が燃焼に供されずに気筒内周面（シリンダ内周面）に付着したままの状態になる
。そして、このように気筒内周面に付着した燃料は、機関ピストンの潤滑のために気筒内
周面に付着している潤滑油と混合される。その結果、燃料による潤滑油の希釈、いわゆる
燃料希釈が発生する。
【０００８】
そして、燃料により希釈された気筒内周面の潤滑油は、機関ピストンが上下動するのに伴
ってかき落とされ、クランクケース（正確にはその一部として形成されているオイルパン
）に戻された後、再び機関ピストン等、内燃機関の潤滑に供されるようになる。従って、
こうした潤滑油の燃料希釈が頻繁に発生すると、クランクケース内の潤滑油、換言すれば
内燃機関の潤滑に供される潤滑油全体に混入する燃料の割合が徐々に増大するようになる
。
【０００９】
このように潤滑油に含まれる燃料の割合が増大すると、それに伴って潤滑油から多量の燃
料が蒸発するようになるため、ブローバイガスの燃料濃度が大幅に上昇するようになる。
このように燃料濃度が大幅に上昇したブローバイガスが吸気系に導入されると、これに起
因して実空燃比と目標空燃比との乖離傾向が大きく変化してしまうようになる。そして、
このようなときに上述したようなパージ濃度の学習が実行されると、ブローバイガスによ
る乖離傾向の変化分を誤ってパージ濃度の変化によるものと誤学習してしまうようになる
。
【００１０】
また、こうした誤学習による影響は、パージ流量が少なく設定される機関低負荷域ほど大
きくなる。従って、こうした機関低負荷時において誤学習されたパージ濃度のまま、例え
ば内燃機関が、こうした誤学習による影響の大きい低負荷域からこれが少ない高負荷域に
急激に変化するような過渡運転に移行すると、あたかもその負荷変化に伴ってパージ濃度
が変化するような状況となる。その結果、こうした過渡運転時にあっては空燃比の乱れが
避けきれないものとなる。
【００１１】
この発明は、こうした従来の実情に鑑みてなされたものであり、その目的は、潤滑油の燃
料希釈によるパージ制御への悪影響、特にパージ濃度を誤学習することに起因する過渡運
転時での空燃比の乱れを抑制することのできる筒内噴射式内燃機関の蒸発燃料処理装置を
提供することにある。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
以下、上記課題を解決するための手段及び作用効果について説明する。
請求項１記載の発明は、燃料供給系に発生する蒸発燃料をキャニスタに吸着してこれを空
気とともに吸気系にパージする蒸発燃料処理機構を備え、同機構により前記吸気系にパー
ジされるパージガスの流量を内燃機関の空燃比に基づいて制御する筒内噴射式内燃機関の
蒸発燃料処理装置において、前記内燃機関の潤滑に供される潤滑油の全体についてその燃
料希釈度合を推定する推定手段と、前記推定される燃料希釈度合が大きいことを条件に前
記蒸発燃料処理機構によるパージを禁止する禁止手段とを備えるようにしている。
【００１３】
同構成によれば、潤滑油の全体についてその燃料希釈度合を推定し、その燃料希釈度合が
大きいことを条件に蒸発燃料処理機構によるパージを禁止するようにしている。従って、
潤滑油から燃料が蒸発してこれが吸気系に導入されたとしても、パージ濃度が誤学習され
てしまうことがない。その結果、潤滑油の燃料希釈によるパージ制御への悪影響、特にパ
ージ濃度を誤学習することに起因する過渡運転時での空燃比の乱れを抑制することができ
るようになる。
【００１４】
また、燃料希釈により潤滑油からの燃料蒸発量が増大している場合、実空燃比が目標空燃
比よりもリッチ側に乖離する傾向（リッチ傾向）を示す可能性は高い。一方、この場合に
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、実空燃比が目標空燃比よりもリーン側に乖離する傾向（リーン傾向）を示す可能性は極
めて低い。従って、こうした乖離傾向に基づいて求められる空燃比補正量が増大（正確に
は空燃比補正量の基準値からの乖離程度が大きい）していても、それが潤滑油からの燃料
蒸発量が増大していることに起因するものであれば、上記リッチ傾向を補償する側に増大
するようになる。逆にこの空燃比補正量がリーン傾向を補償する側に増大している場合に
は、寧ろそれは何らか別の要因によるものと考えられる。
【００１５】
請求項２記載の発明は、この点を考慮しており、前記禁止手段は前記パージを禁止するに
際し、前記推定される燃料希釈度合が大きく且つ実空燃比と目標空燃比との乖離傾向に基
づき求められる空燃比フィードバック制御の空燃比補正量が目標空燃比に対する実空燃比
のリッチ傾向を補償する側に所定量以上増大していることを条件とするものであるとして
いる。
【００１６】
同構成では、燃料希釈度合にかかる条件の他、更に空燃比補正量がリッチ傾向を補償する
側に所定量以上増大していることをパージを禁止する際の条件にしているため、燃料希釈
による燃料蒸発量が増大し、その増大に起因して各空燃比の乖離が実際に生じているとき
に、同パージが禁止されるようになる。従って、例えば、燃料希釈度合が大きくても、空
燃比補正量がリーン傾向を補償するものになっているとき、換言すれば燃料希釈程度が大
きくてもそれによる誤学習のおそれがないときには、パージが禁止されることがない。そ
の結果、パージの実行が不必要に制限されるのを回避することができるようになる。
【００１７】
請求項３記載の発明は、前記 手段は前記内燃機関の運転履歴に基づいて前記燃料希釈
度合を推定するものであるとしている。
潤滑油全体の燃料希釈度合はそれまでの内燃機関の運転履歴に応じて変化する。例えば、
機関温度が低い状況下で内燃機関が始動され、その後、機関温度が十分に上昇する前にこ
れが停止される、いわゆる冷間ショートトリップが繰り返されると、燃料希釈度合は大き
く増大するようになる。一方、内燃機関の暖機が完了した後も長期間にわたってその運転
がなされると、その間に潤滑油に含まれる燃料は徐々に蒸発するため、燃料希釈度合は低
下するようになる。従って、こうした内燃機関の運転履歴を参照することにより、潤滑油
全体の燃料希釈度合を推定することができるようになる。
【００１８】
具体的には、請求項４に記載される発明によるように、前記 手段は前記燃料希釈度合
の増大する状況下で前記内燃機関の運転がなされたことを監視し、その監視履歴に基づい
て前記燃料希釈度合を推定する、といった構成を採用することにより、潤滑油全体の燃料
希釈度合が増大する場合について同燃料希釈度合を的確に推定することができるようにな
る。
【００１９】
ここで、例えば、機関始動時の機関温度が高い場合には、気筒内周面の燃料付着がそもそ
も発生しないため、潤滑油全体の燃料希釈度合が増大することはない。従って、請求項４
記載の発明において、例えば機関始動時の機関温度を監視し、これが所定温度以下である
ときに、燃料希釈度合の増大する状況下で前記内燃機関の運転がなされた旨を判断するこ
とも可能である。
【００２０】
但し、仮に機関始動時の機関温度が低い場合であっても、その後、内燃機関が長期間にわ
たって継続的に運転されれば、気筒内温度が上昇して気筒内周面の燃料付着が抑制される
ようになる。更に、気筒内で発生した燃焼熱により潤滑油の温度も徐々に上昇し、その上
昇に伴って潤滑油から蒸発する燃料も増大するようになる。
【００２１】
従って、内燃機関が始動されてから停止されるまでの時間がある程度長くなれば、機関運
転時の初期において発生した燃料希釈によりその度合が一時的に増大したとしても、その
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後の機関運転中に潤滑油から燃料が蒸発することにより燃料希釈度合は徐々に減少するよ
うになる。そして、こうした燃料希釈度合の減少を通じて機関運転初期に発生した同燃料
希釈度合の増大分が相殺されるか、或いはこれを上回るようになれば、内燃機関が燃料希
釈度合の増大する状況下で運転された旨の履歴を残す必要もないことになる。
【００２２】
従って、請求項４記載の発明において、例えば機関始動後から停止されるまでの機関運転
時間を計時し、機関始動時の機関温度が所定温度以下であり且つこの機関運転時間が所定
値以下であるときに、燃料希釈度合の増大する状況下で前記内燃機関の運転がなされた旨
を判断することも可能である。
【００２３】
また、内燃機関が始動されてから停止されるまでの時間が同じであっても、その間に多量
の燃料が機関燃焼に供された場合には、気筒内温度が早期に上昇するようなる。このため
、気筒内周面の燃料付着がより早い段階で抑制されるようになり、また潤滑油の温度上昇
に基づく燃料の蒸発についても一層促進されるようになる。そして、これら気筒内温度や
潤滑油温度についてその上昇速度は機関始動後において気筒内で発生する総燃焼熱量と相
関を有している。従って、燃料希釈度合の増大する状況下で内燃機関の運転がなされたか
否かを的確に判断する上では、機関始動から機関停止までの間に気筒内で発生した総燃焼
熱量を監視するのが望ましいと考えられる。
【００２４】
請求項５記載の発明はこの点に着目しており、請求項４記載の筒内噴射式内燃機関の蒸発
燃料処理装置において、前記 手段は機関始動から機関停止までの間に前記気筒内で発
生する総燃焼熱量を機関運転状態に基づいて推定し、機関始動時の機関温度が所定温度以
下であり且つ前記推定される総燃焼熱量が所定量以下であるときに前記燃料希釈度合の増
大する状況下で前記内燃機関の運転がなされた旨判断するものであるとしている。
【００２５】
同構成によれば、潤滑油全体の燃料希釈度合が増大する状況下で内燃機関の運転がなされ
たことを正確に判断し、その判断のもと潤滑油全体の燃料希釈度合が増大する場合につい
てこれを一層的確に推定することができるようになる。尚、上記機関温度としては例えば
気筒内温度を直接検出することが望ましいが、例えばこれを機関始動時の機関冷却水温度
、吸入空気温度、外気温度、或いはこれらの組み合わせに基づいて推定することができる
。
【００２６】
また、同構成では、機関始動時の機関温度が所定温度以下であり且つ総燃焼熱量が所定量
以下であるときに、燃料希釈度合の増大する状況下で内燃機関の運転がなされた旨判断す
るようにしているが、ここで、総燃焼熱量と比較される上記所定量を機関始動時の機関温
度に応じて可変設定するといった構成を採用することもできる。即ち、機関始動時の機関
温度が上記所定温度以下であっても、これが比較的高温であるときには、機関運転初期に
発生する燃料希釈度合の増大分が小さくなるため、これを相殺或いは上回 めに必要な
総燃焼熱量も必然的に少なくなる。従って、総燃焼熱量と比較される上記所定量について
は、機関始動時の機関温度が高いときほど、これを少なく設定するといった構成が、内燃
機関が燃料希釈度合の増大する状況下で運転されたことを正確に判断する上では極めて有
効である。
【００２７】
また、機関始動から機関停止までの間に気筒内で発生する総燃焼熱量が所定量以下である
ことについては、例えば、請求項６記載の発明によるように、機関始動から機関停止まで
の間の吸入空気量積算値又は燃料噴射量積算値が所定値以下であることに基づいてこれを
判断することができる。尚、各燃料噴射によって気筒内で発生する燃焼熱は、吸入空気量
や燃料噴射量の他、燃料噴射時の空燃比や点火時期等によっても変化する。このため、例
えばそのときどきの吸入空気量や燃料噴射量について空燃比や点火時期に基づく重み付け
を行いつつその積算を行うなどの方法も総燃焼熱量を正確に推定する上では有効である。
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【００２８】
請求項７記載の発明は、請求項４乃至６のいずれかに記載の筒内噴射式内燃機関の蒸発燃
料処理装置において、前記 手段は前記潤滑油の温度又は同温度と相関を有するパラメ
ータに基づいて前記燃料希釈度合の低下する状況下であるか否かを判断し、前記燃料希釈
度合の増大する状況下で前記内燃機関の運転がなされた旨の履歴が発生したときにカウン
トアップされ、前記燃料希釈度合の低下する状況下である旨判断されたときに徐々にカウ
ントダウンされるカウンタ値の大きさに基づいて前記燃料希釈度合を推定するものである
としている。
【００２９】
上述したように、燃料希釈度合の増大する状況下での内燃機関の運転、例えば冷間ショー
トトリップ等が頻繁に繰り返されると、それに伴って潤滑油全体の燃料希釈度合は徐々に
増大するようになる。一方、内燃機関の運転が長期間にわたって行われ、潤滑油の温度が
上昇すると、同潤滑油に含まれる燃料の蒸発量も増大するため、潤滑油全体の燃料希釈度
合が低下するようになり、燃料希釈度合は時間の経過とともに徐々に低下するようになる
。
【００３０】
請求項７記載の上記構成によれば、こうした燃料希釈度合の増大や低下に応じて変化する
カウンタ値を設定しているため、同カウンタ値の大きさに基づいて燃料希釈度合を一層的
確に推定することができるようになる。
【００３１】
請求項８記載の発明は、請求項１又は２のいずれかに記載の筒内噴射式内燃機関の蒸発燃
料処理装置において、前記 手段は燃料噴射によって気筒内周面に付着する燃料量と相
関を有するパラメータに基づいて前記燃料希釈度合の増大速度を算出し、該算出される増
大速度に基づいて前記燃料希釈度合を逐次更新してこれを学習することにより同燃料希釈
度合を推定するものであるとしている。
【００３２】
潤滑油全体の燃料希釈度合は、燃料噴射によって気筒内周面に付着した燃料により同内周
面に付着している潤滑油が希釈され、これが残りの潤滑油と混合されることにより徐々に
進行する。このため、燃料噴射により気筒内周面に付着する燃料量（正確にはこれと相関
を有するパラメータ）に基づいて燃料希釈の進行度合、即ち燃料希釈度合の増大速度を算
出することができる。
【００３３】
従って、請求項８記載の上記構成によるように、この増大速度に基づいて現在の燃料希釈
度合の値を逐次更新し、これを新たな燃料希釈度合の値として学習することにより、同燃
料希釈度合の増大に合わせてこれを的確に推定することができるようになる。
【００３４】
また、気筒内周面の燃料付着量については、これを直接検出することは困難ではあるが、
請求項９記載の発明によるように、燃料噴射量、燃料噴射時期、機関温度といったこの燃
料付着量と相関を有するパラメータ、或いはこれら各パラメータの組み合わせに基づいて
これを簡易に求めることができる。因みに、気筒内周面の燃料付着量は、（イ）燃料噴射
量が多い、（ロ）機関ピストンがより下死点側にある時期に燃料噴射時期が設定される、
（ハ）機関温度が低い、といった状況にあるときほど多くなる傾向がある。従って、気筒
内周面の燃料付着量を求めるに際しては、こうした各傾向を考慮することになる。
【００３５】
請求項１０記載の発明は、請求項８又は９記載の筒内噴射式内燃機関の蒸発燃料処理装置
において、前記 手段は前記潤滑油の温度又は同温度と相関を有するパラメータに基づ
いて潤滑油全体から蒸発する燃料の量を更に推定し、該推定される燃料蒸発量に基づき前
記燃料希釈度合についてその低下速度を算出するとともに、該算出される低下速度並びに
前記算出される増大速度に基づいて前記燃料希釈度合を逐次更新してこれを学習すること
により同燃料希釈度合を推定するものであるとしている。

10

20

30

40

50

(7) JP 3736498 B2 2006.1.18

推定

推定

推定



【００３６】
潤滑油全体の燃料希釈度合は、機関燃焼熱等により潤滑油の温度が上昇し、その温度上昇
に伴って潤滑油に含まれる燃料が蒸発することで徐々に解消される。このため、潤滑油の
温度又は同温度と相関を有するパラメータに基づいて燃料希釈の解消度合、即ち燃料希釈
度合の低下速度を算出することができる。
【００３７】
従って、請求項１０記載の上記構成によるように、燃料希釈度合の増大速度に加えて更に
その低下速度に基づいて現在の燃料希釈度合の値を逐次更新し、これを新たな燃料希釈度
合の値として学習することにより、同燃料希釈度合の増大及び低下の双方を合わせてこれ
を一層的確に推定することができるようになる。
【００３８】
請求項１１記載の発明は、燃料供給系に発生する蒸発燃料をキャニスタに吸着してこれを
空気とともに吸気系にパージする蒸発燃料処理機構を備え、同機構により前記吸気系にパ
ージされるパージガスの流量を内燃機関の空燃比に応じて制御する筒内噴射式内燃機関の
蒸発燃料処理装置において、実空燃比と目標空燃比との定常的な乖離傾向を補償するため
空燃比学習値を複数に分割された機関負荷領域毎に求め、それら機関負荷領域毎に求めら
れる各空燃比学習値についてその機関高負荷域の値と機関低負荷域の値との乖離程度が大
きいことを条件に前記蒸発燃料処理機構によるパージを禁止する禁止手段を備えるもので
あるとしている。
【００３９】
潤滑油から燃料が蒸発する場合、その燃料蒸発量の変化速度は、例えば機関運転状態の変
化に伴う燃料噴射量の変化速度と比較して極めて小さい。従って、実空燃比と目標空燃比
との定常的な乖離傾向を補償するための補正量、即ち空燃比学習値には、その燃料蒸発量
に起因する上記各空燃比の乖離傾向が反映されるようになる。
【００４０】
また、機関低負荷時には、燃料噴射弁からの燃料噴射量が相対的に少なくなっているため
、潤滑油から燃料が蒸発した場合に、内燃機関に供給される燃料量に占めるこの燃料蒸発
量の割合が機関高負荷運転時と比較して大きくなる。従って、機関運転状態が低負荷側に
あるときと高負荷側にあるときとではその乖離傾向に違いがみられるようになる。
【００４１】
請求項１１記 発明では、この点を考慮するようにしており、空燃比学習値についてそ
の機関高負荷域の値と機関低負荷域の値との乖離程度が大きいことを条件に、パージを禁
止するようにしている。従って、潤滑油からの燃料蒸発量が増大していることを的確に判
断し、これが増大していることを条件にパージを禁止することができる。
【００４２】
尚、上記乖離傾向としては、例えば、空燃比学習値についてその機関高負荷域の値ＫＧＨ
と機関低負荷域の値ＫＧＬとの偏差（ＫＧＨ－ＫＧＬ）やそれらの比（ＫＧＨ／ＫＧＬ）
によってこれを求めることができる。また、仮に潤滑油から燃料が蒸発していない場合で
あっても、機関高負荷域の値ＫＧＨと機関低負荷域の値ＫＨＬとの間に機関固有の乖離傾
向が存在するような場合には、上記偏差や比等に対してこうした機関固有の乖離傾向を打
ち消すための補正を行うことも有効である。
【００４３】
また、請求項１２記載の発明は、請求項１１記載の筒内噴射式内燃機関の蒸発燃料処理装
置において、前記禁止手段は前記パージを禁止するに際し、前記乖離程度が大きく且つ実
空燃比と目標空燃比との乖離傾向に基づき求められる空燃比フィードバック制御の空燃比
補正量が前記乖離傾向として実空燃比が目標空燃比よりもリッチ側に乖離する傾向を補償
する側に所定量以上増大していることを条件としている。
【００４４】
同構成によれば、乖離程度にかかる条件の他、請求項２記載の発明と同様に、燃料希釈に
よる燃料蒸発量が増大し、その増大に起因して各空燃比の乖離が実際に生じているときに
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、パージが禁止されるようになるため、同パージが不必要に制限されるのを回避すること
ができるようになる。
【００４５】
また、上記パージ濃度の誤学習は、燃料噴射弁からの燃料噴射量が相対的に少なくなると
きに最も顕著になる。このため、請求項１３記載の発明では、請求項１乃至１２のいずれ
かに記載の筒内噴射式内燃機関の蒸発燃料処理装置において、前記禁止手段は前記パージ
を禁止するに際し、機関低負荷時にあることを条件とするものであるとしている。
【００４６】
同構成によれば、機関低負荷時にあることを条件にパージを禁止するようにしているため
、こうした機関低負荷時においてはパージ濃度の誤学習を極力抑制することができる一方
、機関高負荷時には不必要にパージが制限されてしまうのを回避することができるように
なる。
【００４７】
【発明の実施の形態】
［第１の実施形態］
以下、本発明の第１の実施形態について説明する。
【００４８】
図１は、本実施形態にかかる蒸発燃料処理装置９０、その適用対象となる内燃機関１０、
並びに同内燃機関１０に潤滑油を供給する潤滑系７０等についてその概略構成を示してい
る。
【００４９】
同図１に示されるように、内燃機関１０は、燃料噴射弁２０から各気筒（シリンダ）１７
の燃焼室１２に燃料を直接噴射する筒内噴射式の内燃機関である。
各気筒１７の内部には、機関ピストン（以下、単に「ピストン」という）１４が往復動可
能に設けられており、このピストン１４の頂面と気筒内周面１８とにより燃焼室１２は区
画形成されている。
【００５０】
この燃焼室１２には、吸気通路１１及び排気通路１３がそれぞれ接続されている。吸気通
路１１の途中には、スロットルバルブ２６が設けられており、このスロットルバルブ２６
により燃焼室１２に導入される吸入空気が調量される。吸気弁２１の開弁時に燃焼室１２
に導入された吸入空気は、燃料噴射弁２０から噴射される燃料と混合されて混合気となる
。そして、この混合気は点火プラグ２２の点火によって爆発燃焼した後、排気弁２３の開
弁時に燃焼室１２から排気通路１３に排出される。この排気通路１３には排気浄化機能を
有した触媒装置２７が設けられている。
【００５１】
また、燃料噴射弁２０はデリバリパイプ２４に接続されており、このデリバリパイプ２４
から燃料が所定の圧力をもって供給される。このデリバリパイプ２４には燃料ポンプ２５
を通じて所定圧の燃料が燃料タンク９２から供給されている。尚、デリバリパイプ２４内
の燃料圧力、即ち燃料噴射弁２０の燃料噴射圧はこの燃料ポンプの吐出量を適宜変更する
ことにより調節が可能である。
【００５２】
また、内燃機関１０の潤滑系７０は、クランクケース１９の一部として形成されるオイル
パン７４と、潤滑油供給装置７２とを備えて構成されている。この潤滑油供給装置７２は
、オイルポンプ、フィルタ、オイルジェット機構（いずれも図示略）等を備えている。オ
イルパン７４内の潤滑油は、フィルタを介してオイルポンプにより吸引され、オイルジェ
ット機構に供給される。ピストン１４と気筒内周面１８との間を潤滑するには、このよう
にオイルジェット機構に供給された潤滑油が、同機構から気筒内周面１８に供給される。
その後、潤滑油はピストン１４が往復動するのに伴って気筒内周面１８からその下方にか
き落とされ、最終的にオイルパン７４に戻される。
【００５３】
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そして、このかき落とされた潤滑油はオイルパン７４内の潤滑油と混合された後、再び内
燃機関１の潤滑に供される。尚、気筒内周面１８に供給されてピストン１４の潤滑に供さ
れた潤滑油は、機関燃焼熱により温度上昇した後、オイルパン７４に戻される。従って、
機関始動に伴って潤滑系７０による潤滑油の循環が開始されると、潤滑油全体の平均的な
温度は、同潤滑油が熱的な平衡状態に移行するまで徐々に温度上昇するようになる。
【００５４】
また、内燃機関１０には、クランクケース１９の内部等、その内部に存在するブローバイ
ガスを掃気してこれを処理するためのブローバイガス還元装置８０が設けられている。こ
のブローバイガス還元装置８０は、吸気通路１１においてスロットルバルブ２６よりも上
流側部分とヘッドカバー１６の内部とを連通する連通路８２と、吸気通路１１においてス
ロットルバルブ２６よりも下流側部分とヘッドカバー１６の内部とを連通するブローバイ
ガス通路８４とを備えている。
【００５５】
内燃機関１０の運転に伴って吸気通路１１内に吸気負圧が発生すると、連通路８２を通じ
て新気がヘッドカバー１６内に導入される。そして、その新気は、ブローバイガスと混合
されつつ、内燃機関１０の内部で循環され、最終的にブローバイガス通路８４を通じて吸
気通路１１に排出される。ブローバイガスは、こうしたブローバイガス還元装置８０の掃
気処理を通じて外部に排出されることなく処理される。また、ブローバイガス通路８４の
途中にはブローバイガス通路８４におけるブローバイガスの流量を調節するための流量調
節弁８６が設けられている。
【００５６】
また、蒸発燃料処理装置９０は、キャニスタ９１、このキャニスタ９１と燃料タンク９２
とを連通する導入路９３、キャニスタ９１とスロットルバルブ２６の下流側を連通するパ
ージ通路９４等を備えている。このパージ通路９４の途中には流量制御弁４７が設けられ
ており、この流量制御弁４７によりキャニスタ９１から吸気通路１１に導入される燃料蒸
気の量（パージ流量）が制御される。
【００５７】
内燃機関１０は、その燃焼形態が機関負荷状態に応じて制御される。例えば、高負荷運転
時には、燃焼形態が均質燃焼に設定される。この均質燃焼に際しては、空燃比Ａ／Ｆが例
えば理論空燃比近傍（例えば「Ａ／Ｆ＝１２～１５」）になるように燃料噴射量等が制御
されるとともに、燃料噴射時期が吸気行程中に設定される（吸気行程噴射）。
【００５８】
一方、低負荷運転時にあっては、燃焼形態が成層燃焼に設定される。この成層燃焼に際し
ては、空燃比Ａ／Ｆが理論空燃比よりもリーン（例えば「Ａ／Ｆ＝１７～４０」）になる
ように燃料噴射量等が制御されるとともに、燃料噴射時期が圧縮行程後期に設定される（
圧縮行程噴射）。
【００５９】
また、中負荷運転時にあっては、機関出力の変動等を抑制しつつ燃焼形態を成層燃焼と均
質燃焼との間で円滑に切り替えるべく、同燃焼形態が弱成層燃焼に設定される。この弱成
層燃焼にあっては、成層燃焼時よりも弱い成層度をもって燃焼が行われる。弱成層燃焼に
際しては、空燃比Ａ／Ｆが理論空燃比よりもリーン（例えば「Ａ／Ｆ＝１５～２５」）に
なるように燃料噴射量等が制御されるとともに、燃料噴射が吸気行程及び圧縮行程の双方
の行程で行われる（二段階噴射）。
【００６０】
尚、機関冷間時（例えば機関冷却水温ＴＨＷが所定温度ＴＨＷＬ以下になる期間）には、
噴射燃料の霧化が促進され難い傾向がある。このため、こうした機関冷間時には、機関負
荷状態に関わらず、燃焼形態が均質燃焼に設定され、吸気行程噴射が実行されるようにな
る。その結果、圧縮行程噴射の実行される成層燃焼時と比較して、燃料噴射から点火まで
の期間が長く確保されるようになり、噴射燃料の霧化が極力促進されるようになる。
【００６１】
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また、機関暖機後（例えば機関冷却水温ＴＨＷが所定温度ＴＨＷＬ以上になった後）であ
り、低負荷運転時であっても、今回の機関運転時において空燃比学習値の学習が完了して
いないときなどの所定条件を満たした場合には、機関負荷状態に関わらず、燃焼形態が均
質燃焼に設定される。
【００６２】
こうした燃焼形態にかかる制御やパージ制御は電子制御装置５０により行われている。こ
の電子制御装置５０は、空燃比制御や燃料噴射制御等、内燃機関１０における種々の制御
を統括して実行するものであり、演算装置、駆動回路等の他、各種制御の演算結果やその
演算に用いられる関数マップ等を記憶するメモリ５２を備えている。
【００６３】
また、内燃機関１０には、その運転状態を検出するための各種サンサが設けられている。
例えば、吸気通路１１においてスロットルバルブ２６の上流側には吸入空気量を検出する
吸入空気量センサ４２が設けられている。また、内燃機関１０の出力軸（図示略）の近傍
には、その回転速度（機関回転速度）を検出する回転速度センサ４３が設けられている。
アクセルペダル６０の近傍には、その踏込量（アクセル開度）を検出するアクセルセンサ
４４が設けられている。シリンダブロック（図示略）には、機関冷却水の温度を検出する
水温センサ４５が取り付けられている。更に、排気通路１３において触媒装置２７の上流
側には、排気の酸素濃度に基づいて空燃比を検出するための酸素センサ４６が取り付けら
れている。これら各センサ４２～４６の検出結果は、電子制御装置５０に取り込まれる。
そして、電子制御装置５０は、これら検出結果に基づいて各種制御を機関運転状態に応じ
て実行する。
【００６４】
次に、こうした各種制御のうち、均質燃焼時における燃料噴射量を算出する制御手順（燃
料噴射量算出処理、空燃比フィードバック制御、空燃比学習処理）、燃料噴射弁２０やデ
リバリパイプ２４、或いはこれに燃料を供給する燃料ポンプ等、内燃機関１０の燃料噴射
系かかる異常を診断する際の制御手順（異常判定処理、禁止条件判断処理）について説明
する。
【００６５】
尚、機関冷間時において、燃料噴射弁２０から燃焼室１２に噴射された燃料の一部は気筒
内周面１８に付着し、こうした燃料付着により潤滑油全体に燃料希釈が発生して燃料蒸発
量が増大すると、最終的にはパージ制御への悪影響を及ぼすおそれがある点については上
述した。
【００６６】
そこで、本実施形態では、内燃機関１０が燃料希釈度合の増大する状況下で運転されたこ
との履歴、具体的には冷間ショートトリップがなされた履歴を監視するための処理（運転
履歴監視処理）を通じてこうした潤滑油全体の燃料希釈が発生し、これがパージ制御に実
際に悪影響を及ぼしている状況にあることを監視している。そして、こうした状況下にあ
るときには、上記パージを禁止することにより、パージ濃度の誤学習がなされるのを極力
回避するようにしている。
【００６７】
［１．運転履歴監視処理］
まず、運転履歴監視処理について説明する。
図２及び図３のフローチャートは上記運転履歴監視処理の処理手順を示している。電子制
御装置５０は、これら各図に示される一連の処理を所定の時間周期Ｔをもって繰り返し実
行する。また、図４のタイミングチャートは、この処理に基づく制御態様についてその一
例を示している。
【００６８】
この一連の処理に際しては、内燃機関１０の運転が停止されたか否かが判断される（図２
のステップＳ１００）。因みに、電子制御装置５０には、内燃機関１０の運転が停止され
た後も所定期間が経過するまでは電力が継続して供給され、その作動が可能な状態におか

10

20

30

40

50

(11) JP 3736498 B2 2006.1.18



れている。電子制御装置５０は、この機関停止後の所定期間が経過する前までに、機関運
転中における各種制御の実行結果をメモリ５２に記憶保持する等、次回の機関運転に際し
て必要になる後処理を実行する。
【００６９】
そして、機関停止された旨の判断がなされると（ステップＳ１００：ＹＥＳ　図４のタイ
ミングｔ２，ｔ４，ｔ６）、次に機関冷却水温ＴＨＷの機関始動時における値（以下、「
機関始動時水温ＴＨＷＳＴ」という）がメモリ５２から読み出され、これが所定温度ＴＨ
ＷＬ以下であるか否かが判断される（ステップＳ１１０）。ここでは、噴射燃料の一部が
気筒内周面１８に付着したまま燃焼に供されることなく燃焼が終了する、即ち上述したよ
うな燃料希釈が懸念される状況のもとで機関始動がなされたか否かを判断するようにして
いる。
【００７０】
ここで、機関始動時水温ＴＨＷＳＴが所定温度ＴＨＷＬ以下である旨判断された場合（ス
テップＳ１１０：ＹＥＳ）、即ち燃料希釈の発生が懸念される状況のもとで今回の機関始
動がなされた場合には（図４のタイミングｔ１，ｔ３，ｔ５，ｔ７）、更に、機関始動後
の吸入空気量積算値ＧＡＳＵＭが所定量ＧＡＳＵＭＬ以下であるか否かが判断される（ス
テップＳ１２０）。
【００７１】
機関始動時水温ＴＨＷＳＴが低い場合であっても、その後、内燃機関１０が長期間にわた
って継続的に運転されれば、燃焼室１２の温度が上昇して噴射燃料の霧化が促進されるよ
うになるため、気筒内周面１８の燃料付着もこれに応じて抑制されるようになる。更に、
機関燃焼熱により潤滑油の温度が徐々に上昇し、その上昇に伴って潤滑油から蒸発する燃
料の量も増大するようになる。
【００７２】
従って、機関始動時水温ＴＨＷＳＴが低く、機関運転初期において燃料希釈度合が一時的
に増大することがあっても、その後の機関運転中に潤滑油から燃料が蒸発することにより
燃料希釈度合は徐々に減少するようになる。そして、こうした燃料希釈度合の減少を通じ
て機関運転初期に発生した同燃料希釈度合の増大分が相殺されるか、或いはこれを上回る
ようになれば、内燃機関１０が燃料希釈度合の増大する状況下で運転された、即ち冷間シ
ョートトリップがなされた旨の履歴を残す必要もないことになる。
【００７３】
またここで、各回の燃焼爆発によって発生する燃焼熱量はそのときどきの吸入空気量やこ
れに基づいて設定される燃料噴射量と相関を有しており、これらが多くなるほど燃焼熱量
も増大する傾向がある。このため、機関運転期間中に発生する燃焼熱量は、この吸入空気
量の積算値ＧＡＳＵＭと相関を有すると考えられる。
【００７４】
従って、ステップＳ１２０において所定量ＧＡＳＵＭＬを適切に設定することにより、機
関運転中に潤滑油の温度が上昇して燃料が蒸発し、これによる燃料希釈度合の減少を通じ
て機関運転初期に発生した燃料希釈度合の増大分が相殺されるか、或いはこれを上回って
いることを適切に判断することができる。
【００７５】
尚、上記ステップＳ１２０は、機関冷却水温の上昇に伴って成層燃焼の実行が許可される
ようになった時点以降は常に否定判断されるようになる。即ち、このステップＳ１２０で
は、機関冷間時に燃焼形態が均質燃焼に設定され、吸気行程噴射が実行されている期間で
の吸入空気量積算値が上記所定量ＧＡＳＵＭＬとの実質的な比較対象になっている。
【００７６】
ステップＳ１２０において、吸入空気量積算値ＧＡＳＵＭが所定量ＧＡＳＵＭＬ以下であ
る旨判断された場合（ステップＳ１２０：ＹＥＳ）、今回の機関運転が冷間ショートトリ
ップに該当すると判断される。そして、この場合には、希釈度合カウンタ値Ｃが所定量ａ
をもってカウントアップされる（ステップＳ１３０図４のタイミングｔ２，ｔ４，ｔ６）
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。この希釈度合カウンタ値Ｃは、潤滑油全体の燃料による希釈の進行程度を示すものであ
り、燃料希釈度合が増大したときほど大きい値になり、同燃料希釈度合が低下したときほ
ど小さい値となるように、この一連の処理を通じて操作される。尚、ステップＳ１３０の
カウントアップ処理は同処理が機関停止の判断後において未だなされていないことをその
実行条件にしており、機関停止後一度だけ実行される。
【００７７】
このように希釈度合カウンタ値Ｃがカウントアップされると、次にこの希釈度合カウンタ
値Ｃが判定値ＣＨ以上であるか否かが判断される（ステップＳ１４０）。ここで、希釈度
合カウンタ値Ｃが判定値ＣＨ以上である場合には（ステップＳ１４０：ＹＥＳ）、潤滑油
全体の燃料希釈度合が大きくなっており、これ以上燃料希釈が進行すると、空燃比フィー
ドバック制御、ひいてはパージ制御への悪影響が発生する可能性があるものと判定される
。そして、こうした判定がなされたことを条件に、燃料希釈発生フラグＸＳが「ＯＮ」に
設定される（ステップＳ１５０　図４のタイミングｔ４）。尚、後述する禁止条件判断処
理では、この燃料希釈発生フラグＸＳが「ＯＮ」に設定されていることを、パージを禁止
する際の条件の一つにしている。このように燃料希釈発生フラグＸＳの操作が行われると
、この一連の処理は一旦終了される。
【００７８】
一方、先のステップＳ１００において、内燃機関１０が運転中である旨判断された場合に
は（ステップＳ１００：ＮＯ）、次に機関冷却水温ＴＨＷが所定温度ＴＨＷＨ以上である
か否かが判断される（図３のステップＳ１６０）。
【００７９】
ここでは、機関冷却水温ＴＨＷと所定温度ＴＨＷＨとを比較することにより、潤滑油全体
の平均温度が所定温度以上にまで上昇しているか否か、最終的には、その温度上昇に伴っ
て潤滑油全体から蒸発する燃料量が所定量にまで上昇しており、燃料希釈度合が低下する
状況にあるか否かを判断するようにしている。即ち、機関冷却水温ＴＨＷが上昇していれ
ば、機関始動後に発生した燃焼熱量が多いとみなすことできる。このため、潤滑油全体が
その燃焼熱によって温度上昇しており、燃料蒸発量も燃料希釈度合を低下させる程度にま
で増大しているものと簡易的に判断することができる。
【００８０】
ここで機関冷却水温ＴＨＷが所定温度ＴＨＷＨ以上である、換言すれば潤滑油全体の温度
上昇に伴って燃料蒸発量が所定量以上にまで増大していると判断される場合には（ステッ
プＳ１６０：ＹＥＳ）、希釈度合カウンタ値Ｃが所定量ｂをもってカウントダウンされる
（ステップＳ１７０　図４タイミングｔ８，ｔ９）。尚、このステップＳ１７０のカウン
トダウン処理は、同処理が前回なされてから所定時間が経過していることを条件に実行さ
れる。即ち、希釈度合カウンタ値Ｃは、機関冷却水温ＴＨＷが所定温度ＴＨＷＨ以上にな
った後、所定時間が経過する毎にカウントダウンされる。
【００８１】
一方、機関冷却水温ＴＨＷが所定温度ＴＨＷＨ未満である旨判断された場合には（ステッ
プＳ１ ０：ＮＯ）、このカウントダウン処理は実行されない。
次に、希釈度合カウンタ値Ｃが判定値ＣＬ（＜判定値ＣＨ）以下であるか否かが判断され
る（ステップＳ１８０）。ここで、希釈度合カウンタ値Ｃが判定値ＣＬ以下である場合に
は（ステップＳ１８０：ＹＥＳ）、潤滑油全体の燃料希釈度合が小さく、従って燃料噴射
によって燃料希釈が一時的に発生して潤滑油全体の燃料希釈度合が進行したとしても、こ
れによるパージ制御への悪影響は殆ど無視できる程度のものであると判定される。
【００８２】
そして、こうした判定がなされことを条件に、燃料希釈発生フラグＸＳが「ＯＦＦ」に設
定される（ステップＳ１９０　図４のタイミングｔ９）。そして、このように燃料希釈発
生フラグＸＳがオフ操作された後、この一連の処理は一旦終了される。
【００８３】
一方、希釈度合カウンタ値Ｃが判定値ＣＬ以上である場合には（ステップＳ１８０：ＮＯ
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）、こうした燃料希釈発生フラグＸＳの操作は行われず、この一連の処理は一旦終了され
る。
【００８４】
これに対して、図２の各ステップＳ１１０，Ｓ１２０において、機関始動時水温ＴＨＷＳ
Ｔが所定温度ＴＨＷＬを上回っている旨判断された場合（ステップＳ１１０：ＮＯ）や、
機関始動後の吸入空気量積算値ＧＡＳＵＭが所定量ＧＡＳＵＭＬを上回っている旨判断さ
れた場合には（ステップＳ１２０：ＮＯ）、今回の機関運転が冷間ショートトリップには
該当しないものと判定される。そして、これらの場合には、希釈度合カウンタ値Ｃのカウ
ントアップ処理は行われずにこの一連の処理は一旦終了される。
【００８５】
また、ステップＳ１４０において希釈度合カウンタ値Ｃが判定値ＣＨ未満である旨判断さ
れた場合には（ステップＳ１４０：ＮＯ）、今回の機関運転が冷間ショートトリップに該
当するために、希釈度合カウンタ値Ｃがカウントアップされたものの、燃料希釈度合によ
るパージ制御への悪影響が無視できない程度にまでは未だ達していないと判定される。そ
して、この場合には、燃料希釈発生フラグＸＳがオン操作されることなく、この一連の処
理は一旦終了される。
【００８６】
［２．燃料噴射量算出処理］
次に、燃料噴射量算出処理について説明する。
図５は、燃料噴射量の制御手順を示すフローチャートである。このフローチャートに示さ
れる一連の処理は電子制御装置５０により所定の周期をもって繰り返し実行される。
【００８７】
この一連の処理では、まず、アクセル開度、機関回転速度、機関冷却水温ＴＨＷ等、現在
の機関運転状態を示す各パラメータが読み込まれる（ステップＳ２００）。そして、これ
ら各パラメータに基づいて基本燃料噴射量ＱＢＡＳＥが算出される（ステップＳ２１０）
。
【００８８】
次に、以下の演算式に基づいて最終燃料噴射量ＱＩＮＪが算出される（ステップＳ２ ０
）。
ＱＩＮＪ
←ＱＢＡＳＥ｛１＋（ＦＡＦ－１．０）＋（ＫＧｉ－１．０）｝Ｋ１＋Ｋ２・・・（１）
（Ｋ１，Ｋ２：補正係数）
上式（１）において、「ＦＡＦ」は目標空燃比である理論空燃比に対する実空燃比の一時
的な乖離傾向を補償するためのフィードバック補正係数である。一方、「ＫＧｉ」は、理
論空燃比に対する実空燃比の定常的な乖離傾向を補償するための空燃比学習値である。こ
の空燃比学習値ＫＧｉは、複数に分割された機関負荷領域毎について、それら各領域に対
応する値として求められている。具体的には、機関負荷領域が吸入空気量の大きさに基づ
いて５つの領域Ｒｉ（ｉ＝１～５）に分割されている。
【００８９】
ここで、領域Ｒ１は最も低負荷側の領域であり、領域Ｒ５は最も 負荷側の領域である。
また、上記空燃比学習値ＫＧｉの添え字「ｉ」はこの領域Ｒｉとの対応関係を示すもので
ある。即ち、上式（１）に示される燃料噴射量の算出に際し、機関負荷領域が例えば領域
Ｒ３にある場合には、それに対応する空燃比学習値ＫＧ３が選択される。
【００９０】
尚、この空燃比学習値ＫＧｉは、後述の空燃比フィードバック処理並びに空燃比学習処理
を通じて求められる。この際、燃料希釈度合が大きくなり、潤滑油からの燃料蒸発量が増
大することに起因して実空燃比が理論空燃比から乖離する傾向を生じた場合、同傾向はこ
の空燃比学習値ＫＧｉに反映されるようになる。
【００９１】
このようにして最終燃料噴射量ＱＩＮＪが算出されると、この一連の処理は一旦終了され
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る。
［３．空燃比フィードバック処理］
次に、空燃比フィードバック処理について図６及び図７を参照して説明する。図７は、上
記フィードバック補正係数ＦＡＦの算出手順を示すフローチャートであり、同フローチャ
ートに示される一連の処理は電子制御装置５０により所定の周期をもって繰り返し実行さ
れる。
【００９２】
この一連の処理では、まず、空燃比フィードバック処理を行う条件が成立しているか否か
が判断される（ステップＳ３００）。ここで、この空燃比フィードバック処理の実行条件
としては、例えば、
（条件１）機関始動時ではない
（条件２）燃料カットが行われていない
（条件３）機関冷却水温ＴＨＷが所定温度以上
（条件４）酸素センサ４６の活性化処理が完了している
を挙げることができる。
【００９３】
これら各条件１～４のうち少なくとも一つが成立していないときには、空燃比フィードバ
ック処理の実行条件が成立していないと判断される（ステップＳ３００：ＮＯ）。そして
、この場合、上記フィードバック補正係数ＦＡＦが「１．０」に設定され（ステップＳ３
４０）、この一連の処理が一旦終了される。従って、この場合には、フィードバック補正
係数ＦＡＦに基づく燃料噴射量のフィードバック制御は実質的に行われない。
【００９４】
一方、上記各条件１～４が全て成立して空燃比フィードバック処理の実行が許可される場
合（ステップＳ３００：ＹＥＳ）、酸素センサ４６の出力電圧Ｖｏｘが所定の基準電圧Ｖ
ｒよりも小さいか否かが判定される（ステップＳ３０２）。
【００９５】
ここで出力電圧Ｖｏｘが上記基準電圧Ｖｒ未満である場合（ステップＳ３０２：ＹＥＳ）
、空燃比が理論空燃比よりもリーンであるとして、空燃比識別フラグＸＯＸが「０」に設
定される（ステップＳ３１０）。
【００９６】
次に、空燃比識別フラグＸＯＸの値と同空燃比識別フラグＸＯＸの前制御周期における値
ＸＯＸＯ（以下、単に「前回値ＸＯＸＯ」という）とが比較される（ステップＳ３１２）
。これらが一致している場合には（ステップＳ３１２：ＹＥＳ）、空燃比が理論空燃比よ
りもリーン側の値にある状態が継続しているものと判断される。そして、この場合には、
上記フィードバック補正係数ＦＡＦに所定の積分量ａ（ａ＞０）が加算され、その加算値
（＝ＦＡＦ＋ａ）が新たなフィードバック補正係数ＦＡＦとして設定される（ステップＳ
３１４）。
【００９７】
一方、空燃比識別フラグＸＯＸの値がその前回値ＸＯＸＯと異なっている場合（ステップ
Ｓ３１２：ＮＯ）、空燃比が理論空燃比を基準としてこれよりもリッチ側の値からリーン
側の値に反転したものと判断される。そして、この場合には、フィードバック補正係数Ｆ
ＡＦに所定のスキップ量Ａ（Ａ＞０）が加算され、その加算値（＝ＦＡＦ＋Ａ）が新たな
フィードバック補正係数ＦＡＦとして設定される（ステップＳ３１６）。尚、このスキッ
プ量Ａは先の積分量ａと比較して十分に大きな値に設定されている。
【００９８】
これに対して酸素センサ４６の出力電圧Ｖｏｘが上記基準電圧Ｖｒ以上である場合（ステ
ップＳ３０２：ＮＯ）、空燃比が理論空燃比よりもリッチであるとして、空燃比識別フラ
グＸＯＸが「１」に設定される（ステップＳ３２０）。
【００９９】
次に、空燃比識別フラグＸＯＸの値とその前回値ＸＯＸＯとが比較される（ステップＳ３
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２２）。そして、これらが一致している場合には（ステップＳ３２２：ＹＥＳ）、空燃比
が理論空燃比よりもリッチ側にある状態が継続しているものと判断される。そして、この
場合には、フィードバック補正係数ＦＡＦから所定の積分量ｂ（ｂ＞０）が減算され、そ
の減算値（＝ＦＡＦ－ｂ）が新たなフィードバック補正係数ＦＡＦとして設定される（ス
テップＳ３２４）。
【０１００】
一方、空燃比識別フラグＸＯＸの値がその前回値ＸＯＸＯと異なっている場合（ステップ
Ｓ３２２：ＮＯ）、空燃比が理論空燃比を基準としてこれよりもリーン側の値からリッチ
側の値に反転したものと判断される。そして、この場合には、フィードバック補正係数Ｆ
ＡＦから所定のスキップ量Ｂ（Ｂ＞０）が減算され、その減算値（＝ＦＡＦ－Ｂ）が新た
なフィードバック補正係数ＦＡＦとして設定される（ステップＳ３２６）。尚、このスキ
ップ量Ｂは先の積分量ｂと比較して十分に大きな値に設定されている。
【０１０１】
そして、このステップＳ３２６、或いは先のステップＳ３１６の処理を実行した後、次に
空燃比学習処理、即ち上記空燃比学習値ＫＧｉの算出が行われる（ステップＳ３３０）。
その後、次回の処理に備えて現在の空燃比識別フラグＸＯＸが前回値ＸＯＸＯとして記憶
され（ステップＳ３３２）、この一連の処理が一旦終了される。
【０１０２】
図６は、こうした空燃比フィードバック処理を通じて算出されるフィードバック補正係数
ＦＡＦの推移例を示している。同図６に示されるように、フィードバック補正係数ＦＡＦ
は、酸素センサ４６の出力電圧Ｖｏｘが上記基準電圧Ｖｒを跨いで変化するとき（スキッ
プタイミング）には、比較的大きく変化するように上記各スキップ量Ａ，Ｂに基づいて増
減操作される一方、酸素センサ４６の出力電圧Ｖｏｘが上記基準電圧Ｖｒを跨いで変化し
たときから再び同基準電圧Ｖｒを跨いで変化するときまでの期間（積分期間）では、比較
的徐々に変化するように上記積分量ａ，ｂに基づいて増減操作される。
【０１０３】
ここで、実空燃比と理論空燃比とが定常的に乖離する傾向を有していない場合には、フィ
ードバック補正係数ＦＡＦはその基準値である「１．０」を中心としてその近傍で変動す
るようになる。従って、フィードバック補正係数ＦＡＦの平均値ＦＡＦＡＶは略「１．０
」と等しくなる。一方、例えば燃料噴射弁２０における噴射特性の固体差や、潤滑油から
の燃料蒸発に起因して実空燃比が理論空燃比からリッチ側或いはリーン側に定常的に乖離
する傾向がある場合、フィードバック補正係数ＦＡＦはその基準値である「１．０」とは
異なる値を中心としてその近傍で変動するようになる。従って、フィードバック補正係数
ＦＡＦの平均値ＦＡＦＡＶは、その乖離傾向に応じて「１．０」とは異なる値に収束する
ようになる。このため、このフィードバック補正係数ＦＡＦの基準値（＝「１．０」）と
その平均値ＦＡＦＡＶとの間の乖離に基づいて実空燃比と理論空燃比との定常的な乖離傾
向を監視することができる。先のステップＳ３３０にかかる処理では、この定常的な乖離
傾向を監視するためパラメータとして空燃比学習値ＫＧｉが算出される。
【０１０４】
［４．空燃比学習処理］
次に、空燃比学習処理について図８のフローチャートを参照して説明する。このフローチ
ャートに示される一連の処理は、電子制御装置５０により所定の周期をもって繰り返し実
行される。
【０１０５】
この一連の処理では、まず、空燃比学習処理の実行条件が成立しているか否かが判断され
る（ステップＳ３３０２）。この実行条件としては、例えば内燃機関１０が完全暖機状態
にあること等が挙げられる。そして、この空燃比学習処理の実行条件が成立していない場
合には（ステップＳ３３０２：ＮＯ）、この一連の処理は一旦終了される。
【０１０６】
一方、空燃比学習処理の実行条件が成立している場合には（ステップＳ３３０２：ＹＥＳ
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）、以下の演算式（２）に従ってフィードバック補正係数ＦＡＦの平均値ＦＡＦＡＶが算
出される（ステップＳ３３０４）。
【０１０７】
ＦＡＦＡＶ←（ＦＡＦＢ＋ＦＡＦ）／２　・・・（２）
上式において「ＦＡＦＢ」は前回のスキップ処理、即ち各スキップ量Ａ，Ｂに基づく増減
操作がなされたときのフィードバック補正係数ＦＡＦの値である。即ち、ここでは、酸素
センサ４６の出力電圧Ｖｏｘが上記基準電圧Ｖｒを跨いで変化したときのフィードバック
補正係数ＦＡＦの値ＦＡＦＢと、その後再び酸素センサ４６の出力電圧Ｖｏｘが上記基準
電圧Ｖｒを跨いで変化したときのフィードバック補正係数ＦＡＦの値との相加平均が上記
平均値ＦＡＦＡＶとして算出される。
【０１０８】
このようにしてフィードバック補正係数ＦＡＦの平均値ＦＡＦＡＶが算出された後、次回
の算出処理に備えて現在のフィードバック補正係数ＦＡＦが前回のスキップ処理実行時に
おける値ＦＡＦＢとして記憶される（ステップＳ３３０６）。
【０１０９】
次に、フィードバック補正係数ＦＡＦの平均値ＦＡＦＡＶと所定値α，β（β＞１．０＞
α）との比較が行われる（ステップＳ３３０８，Ｓ３３１０）。そして、フィードバック
補正係数ＦＡＦの平均値ＦＡＦＡＶが所定値α未満である場合（ステップＳ３３０８：Ｙ
ＥＳ）には、実空燃比が理論空燃比に対してリッチ側に乖離する傾向があると判断され、
この乖離傾向を補償すべく空燃比学習値ＫＧｉがより小さい値になるように学習される。
即ち、現在の空燃比学習値ＫＧｉから所定値γが減算され、その減算値（ＫＧ－γ）が新
たな空燃比学習値ＫＧｉとして設定される（ステップＳ３３１４）。
【０１１０】
一方、フィードバック補正係数ＦＡＦの平均値ＦＡＦＡＶが所定値β以上である場合（ス
テップＳ３３１０：ＮＯ）には、実空燃比が理論空燃比に対してリーン側に乖離する傾向
があると判断され、この乖離傾向を補償すべく空燃比学習値ＫＧｉがより大きな値になる
ように学習される。即ち、現在の空燃比学習値ＫＧｉに所定値γが加算され、その加算値
（ＫＧ＋γ）が新たな空燃比学習値ＫＧｉとして設定される（ステップＳ３３１２）。こ
のステップＳ３３１２或いは先のステップＳ３３１４において空燃比学習値ＫＧｉの更新
が行われた後、この一連の処理は一旦終了される。
【０１１１】
これに対して、フィードバック補正係数ＦＡＦの平均値ＦＡＦＡＶが所定値α以上であり
且つ所定値β未満である場合には、同平均値ＦＡＦＡＶがその基準値「１．０」の近傍で
変動しており、実空燃比が理論空燃比から乖離する傾向はないと判断される。そしてこの
場合には、上記空燃比学習値ＫＧｉの更新が行われることなく、この一連の処理は一旦終
了される。
【０１１２】
［５．パージ濃度学習処理］
次に、パージ濃度学習処理について図９のフローチャートを参照して説明する。このフロ
ーチャートに示される一連の処理は、電子制御装置５０により所定の周期をもって繰り返
し実行される。
【０１１３】
この一連の処理ではまず、後述するパージ許可フラグＸＰＧが「ＯＮ」であるか否かが判
断される（ステップＳ５００）。ここで、パージ許可フラグＸＰＧが「ＯＦＦ」である場
合には（ステップＳ５００：ＮＯ）、パージは禁止され、この一連の処理は一旦終了され
る。
【０１１４】
一方、パージ許可フラグＸＰＧが「ＯＮ」である場合には、次に流量制御弁４７が閉弁駆
動されてパージの実行が一時的に停止される（ステップＳ５１０）。そして、次にフィー
ドバック補正係数ＦＡＦが「１．０」近傍で安定しているか否かが判定される（Ｓ５２０
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）。そして、安定していない場合には（Ｓ５２０：ＮＯ）、このステップＳ５２０の処理
が繰り返される。
【０１１５】
一方、フィードバック補正係数ＦＡＦが安定した場合には（ステップＳ５２０ ）
、流量制御弁４７が開弁駆動され、パージが開始される（ステップＳ５３０）。そして、
このパージを開始した後のフィードバック補正係数ＦＡＦの挙動を監視するとともに、同
挙動と吸入空気量及び機関回転速度とに基づいてパージ濃度が算出される（ステップＳ５
４０）。その後、パージにかかる別の処理に移行する。
【０１１６】
［６．禁止条件判断処理］
次に、禁止条件判断処理について図１０のフローチャートを参照して説明する。このフロ
ーチャートに示される一連の処理は、電子制御装置５０により所定の周期をもって繰り返
し実行される。
【０１１７】
この一連の処理に際しては、まず、燃料希釈に起因する実空燃比と理論空燃比との間の乖
離が実際に生じているか否かが判断される（ステップＳ６００）。より詳細には、ここで
は、燃料希釈度合が大きく且つ空燃比補正量ＦＡＦＫＧｉが実空燃比と理論空燃比との間
の乖離傾向としてリッチ傾向を補償する側に所定量以上増大した状況下にあるか否かが判
断される。具体的には、以下の各条件（１），（２）の双方が成立しているときに、上記
状況下にある旨の判断がなされる。
【０１１８】
（１）燃料希釈発生フラグＸＳが「ＯＮ」に設定されている。
（２）空燃比補正量ＦＡＦＫＧｉが判定値ＪＭＩＮ１以下である。
ここで、空燃比補正量ＦＡＦＫＧｉは以下の演算式（３）に基づいて算出される（ステッ
プＳ５００）。尚、上記添え字「ｉ」は、空燃比学習値ＫＧｉと同様、各機関負荷領域Ｒ
ｉとの対応関係を示している。
【０１１９】
ＦＡＦＫＧｉ←ＦＡＦ＋ＫＧｉ－２　・・・（３）
この空燃比補正量ＦＡＦＫＧｉは、実空燃比と理論空燃比との一時的な乖離傾向に応じて
変化するフィードバック補正係数ＦＡＦと、これら各空燃比の定常的な乖離傾向に応じて
変化する空燃比学習値ＫＧｉとの総合的な挙動を示すものである。換言すれば、実空燃比
と理論空燃比との乖離傾向についてこれを総合的に評価するパラメータである。
【０１２０】
具体的には、この空燃比補正量ＦＡＦＫＧｉは、例えば実空燃比と理論空燃比との乖離傾
向として、実空燃比が理論空燃比よりもリッチ側に乖離する傾向、即ちリッチ傾向を示す
場合には、負の値（空燃比補正量ＦＡＦＫＧｉ＜０）になる。一方、実空燃比と理論空燃
比との乖離傾向として、実空燃比が理論空燃比よりもリーン側に乖離する傾向、即ちリー
ン傾向を示す場合には、正の値（空燃比補正量ＦＡＦＫＧｉ＞０）になる。従って、これ
ら実空燃比と理論空燃比が一致するような場合、即ちそれら各空燃比の乖離が存在してい
ない場合には、その基準値である「０」になる。
【０１２１】
また、条件（２）は、空燃比補正量ＦＡＦＫＧｉが、実空燃比と理論空燃比との間の乖離
傾向として、リッチ傾向を補償する側に所定量（ＪＭＩＮ１）以上増大していることを判
断するための条件である。
【０１２２】
そして、上記状況下にある旨判断された場合には（ステップＳ６００：ＹＥＳ）、次に内
燃機関１０が機関低負荷域で運転されているか否か、具体的には、その機関負荷領域が、
吸入空気量の大きさに基づいて分割された各領域Ｒｉのうち、最も低負荷側の領域Ｒ１に
あるか否かが判断される（ステップＳ６１０）。
【０１２３】
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ここで内燃機関１０が機関低負荷域で運転されている旨判断された場合には（ステップＳ
６１０：ＹＥＳ）、パージの実行禁止条件が成立し、パージ許可フラグＸＰＧが「ＯＦＦ
」に設定される。このようにして、パージ許可フラグＸＰＧが「ＯＦＦ」にされると、こ
の一連の処理は一旦終了される。
【０１２４】
また、先のステップＳ６ ０，Ｓ６１０において否定判断された場合も同様に、この一連
の処理は一旦終了される。
以上説明した態様をもってパージ制御を行うようにした本実施形態にかかる装置によれば
、以下のような作用効果が得られる。
【０１２５】
（１）潤滑油の全体についてその燃料希釈度合を推定し、その燃料希釈度合が大きいこと
を条件に蒸発燃料処理装置９０によるパージを禁止するようにしている。従って、潤滑油
から燃料が蒸発してこれが吸気系に導入されたとしても、パージ濃度が誤学習されてしま
うことがない。その結果、潤滑油の燃料希釈によるパージ制御への悪影響、特にパージ濃
度を誤学習することに起因する過渡運転時での空燃比の乱れを抑制することができるよう
になる。
【０１２６】
（２）内燃機関１０の潤滑に供される潤滑油の全体についてその燃料希釈度合を希釈度合
カウンタ値Ｃに基づいて推定し、その推定される潤滑油全体の燃料希釈度合が大きく（燃
料希釈発生フラグＸＳ＝「ＯＮ」）、従って潤滑油からの燃料蒸発量が増大していること
を実行条件として、パージを禁止するようにした。従って、このパージの誤学習を確実に
抑制することができるようになる。
【０１２７】
（２）特に、こうした禁止を行う際には、燃料希釈度合が大きいことのみならず、空燃比
補正量ＦＡＦＫＧｉがリッチ傾向を補償する側に所定量以上増大していることをその実行
条件にした。従って、燃料希釈による燃料蒸発量が増大し、その増大に起因して各空燃比
の乖離が実際に生じているときに、パージが禁止されるようになる。従って、例えば、空
燃比補正量ＦＡＦＫＧｉがリーン傾向を補償するものになっているとき、換言すれば仮に
燃料希釈度合が大きくてもそれによる誤学習のおそれがないときには、上記禁止はなされ
ない。従って、パージが不必要に禁止されるのを回避することができるようになる。
【０１２８】
（３）また、燃料希釈度合の増大する状況下で、内燃機関１０の運転がなされたことの履
歴、即ち冷間ショートトリップの履歴を監視し、その監視結果を希釈度合カウンタ値Ｃの
操作に際して参照するようにしている。従って、直接検出することが一般には困難な潤滑
油全体の燃料希釈度合についてもこれを比較的容易に推定することができるようになる。
【０１２９】
（４）更に、機関停止時において、機関始動時水温ＴＨＷＳＴが所定温度ＴＨＷＬ以下で
あり、且つ機関始動後の吸入空気量積算値ＧＡＳＵＭが所定量ＧＡＳＵＭＬ以下であるこ
とを条件に、こうした冷間ショートトリップがなされた旨判断するようにしている。この
ため、その判断を的確なものとすることができ、燃料希釈度合の増大する状況下で内燃機
関１０の運転がなされたことの履歴についてその信頼性を高めることができるようになる
。
【０１３０】
（５）また、こうした冷間ショートトリップがなされたときに希釈度合カウンタ値Ｃをカ
ウントアップする一方、機関冷却水温ＴＨＷと所定温度ＴＨＷＬとの比較を通じて燃料希
釈度合の低下する状況にあるか否かを判断し、燃料希釈度合の低下する状況下にあるとき
に徐々に希釈度合カウンタ値Ｃが小さくなるようにそのカウントダウンを行うようにして
いる。従って、潤滑油全体の燃料希釈度合が増大する場合であれ、或いは低下する場合で
あれ、これを希釈度合カウンタ値Ｃに基づいて的確に推定することができ、同希釈度合カ
ウンタ値Ｃに基づいてパージを適切に禁止することができるようになる。
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【０１３１】
［第２の実施形態］
次に、本発明の第２の実施形態について説明する。
本実施形態では、潤滑油全体の燃料希釈度合についてその算出手順が上記第１の実施形態
と相違している。
【０１３２】
即ち、本実施形態では、潤滑油全体の燃料希釈度合についてその増大速度及び低下速度を
周期的に算出し、現在推定されている燃料希釈度合の値をこれら算出される増大速度及び
低下速度に基づいて更新するとともに、その更新値を新たな燃料希釈度合の値として学習
するようにしている。
【０１３３】
以下、こうした本実施形態の装置による燃料希釈度合の算出処理について第１の実施形態
とその相違点を中心に説明する。
図１１は、この燃料希釈度合算出処理の処理手順を示すフローチャートである。電子制御
装置５０は、同図１１に示される一連の処理を所定の時間周期Ｔをもって繰り返し実行す
る。
【０１３４】
この一連の処理に際しては、まず、以下の演算式（４）に基づいて単位時間当たりの燃料
希釈量ΔＦＤ、即ち、上記時間周期Ｔの間に行われる燃料噴射を通じて潤滑油に新たに混
入する燃料の量が算出される（ステップＳ７００）。また、この燃料希釈量ΔＦＤは、潤
滑油全体からの燃料蒸発を考慮しない場合での燃料希釈度合の増大速度に相当する。
【０１３５】
ΔＦＤ←Σｆ（ＱＩＮＪｉ，ＡＩＮＪｉ，ＴＨＷｉ）　・・・（４）
ｉ＝１，２，３，・・・，ｎ
ここで、ｆ（）は、１回の燃料噴射により生じる燃料希釈量を求めるための
関数であり、その燃料噴射が実行されるときの、燃料噴射量ＱＩＮＪ、燃料噴射時期ＡＩ
ＮＪ、機関冷却水温ＴＨＷをそのパラメータとしている。また、「ｉ」はその燃料噴射が
前回の制御周期から何回目のものに相当するかを示している。例えば、前回の制御周期か
ら今回の制御周期までの間に３回の燃料噴射が行われた場合、上記演算式（４）は次式（
５）のように表すことができる。
【０１３６】
ΔＦＤ
←ｆ（ＱＩＮＪ１，ＡＩＮＪ２，ＴＨＷ１）＋ｆ（ＱＩＮＪ２，ＡＩＮＪ２，ＴＨＷ２）
＋ｆ（ＱＩＮＪ３，ＡＩＮＪ２，ＴＨＷ３）　・・・（５）
尚、この関数ｆ（）は、実験等を通じて予め求められ、電子制御装置５０のメモリ５２に
関数マップとして記憶されている。また、その基本的な特性は以下に示すとおりである。
【０１３７】
・燃料噴射量ＱＩＮＪが多くなるほど関数ｆ（）の値は大きくなる
・燃料噴射時期ＡＩＮＪが遅角側にあるほど関数ｆ（）の値は大きくなる
・機関冷却水温ＴＨＷが低くなるほど関数ｆ（）の値は大きくなる
尚、上記関数ｆ（）のパラメータとして、それぞれ燃料噴射量ＱＩＮＪ、燃料噴射時期Ａ
ＩＮＪ、機関冷却水温ＴＨＷを選択するようにした理由は以下のととおりである。
【０１３８】
即ち、燃料噴射により生じる燃料希釈は、気筒内周面１８に付着した燃料が燃焼に供され
ることなく残留した場合に発生するため、この気筒内周面１８の燃料付着量が多くなるほ
ど、潤滑油全体の燃料希釈度合も大きく増大すると考えられる。この気筒内周面１８の燃
料付着量はこれを直接検出することは通常困難であるが、同燃料付着量と相関を有するパ
ラメータを適切に選択すれば、これを的確に推定して求めることができるようになる。
【０１３９】
上記燃料噴射量ＱＩＮＪ、燃料噴射時期ＡＩＮＪ、及び機関冷却水温ＴＨＷは、いずれも
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気筒内周面１８の燃料付着量と相関を有するパラメータの代表例である。
【０１４０】
例えば、燃料噴射量ＱＩＮＪが多くなれば、気筒内周面１８の燃料付着量は当然ながら多
くなる。
また、気筒内周面１８に燃料が付着する場合、単位面積当たりに付着し得る燃料の量、換
言すれば気筒内周面１８上に形成される燃料層の厚さには上限値が存在する。従って、燃
料の付着面積が増大すれば、そうした燃料層の厚さがその上限値に達することも少なくな
り、気筒内周面１８にはより多くの燃料が付着し得るようになる。そして、この燃料付着
面積、即ち燃料噴射時にピストン１４により覆われずに燃焼室１２に露出する気筒内周面
１８の面積は、燃料噴射時期ＡＩＮＪによって決定され、吸気行程噴射を前提とすれば、
同燃料噴射時期ＡＩＮＪが遅角側の時期に設定されるときほど大きくなる。従って、燃料
噴射時期ＡＩＮＪがより遅角側の時期に設定されるときほど気筒内周面１８の燃料付着量
は多くなる。
【０１４１】
更に、気筒内周面１８等の燃料付着は基本的に噴射燃料の霧化が促進されず、その粒径が
大きいときに顕著になる。また、この霧化程度は、燃料噴射圧を一定とすると、燃焼室１
２や燃料の温度に大きく依存している。更に、これら燃焼室１２や燃料の温度は、機関冷
却水温ＴＨＷと相関を有している。従って、機関冷却水温ＴＨＷが低いときほど燃料の霧
化が促進されず、従って気筒内周面１８の燃料付着量は多くなる。
【０１４２】
本実施形態にかかる装置では、これらの点を考慮して上記燃料噴射量ＱＩＮＪ、燃料噴射
時期ＡＩＮＪ、及び機関冷却水温ＴＨＷを気筒内周面１８の燃料付着量と相関を有するパ
ラメータとして選択するようにしている。
【０１４３】
このようにして燃料希釈量ΔＦＤが算出されると、次に、以下の演算式（６）に基づいて
単位時間当たりの燃料蒸発量ΔＦＶ、即ち、上記時間周期Ｔの間に潤滑油全体から蒸発す
る燃料の量が算出される（ステップＳ７１０）。また、この燃料蒸発量ΔＦＶは、燃料噴
射による燃料希釈を考慮しない場合の燃料希釈度合の低下速度に相当する。
【０１４４】
ΔＦＶ←ｇ（ＴＨＷＳＴ，ＱＩＮＪＳＵＭ）　・・・（６）
ここで、ｇ（）は、上記時間周期Ｔ当たりの燃料蒸発量ΔＦＶを求めるための関数であり
、機関始動時水温ＴＨＷＳＴ、機関始動後の燃料噴射量積算値ＱＩＮＪＳＵＭをそのパラ
メータとしている。因みに、機関始動時水温ＴＨＷＳＴは機関始動時における潤滑油の初
期温度を推定するためのものであり、また機関始動後の燃料噴射量積算値ＱＩＮＪＳＵＭ
は、その後の潤滑油の温度上昇量を推定するためのものである。即ち、関数ｇ（）は、基
本的に、潤滑油温度を推定し、その推定結果を燃料の蒸発量に変換するためのものである
。この関数ｇ（）は、実験等を通じて予め求められ、電子制御装置５０のメモリ５２に関
数マップとして記憶されている。また、その基本的な特性は以下に示すとおりである。
【０１４５】
・機関始動時水温ＴＨＷＳＴが高くなるほどｇ（）の値は大きくなる
・機関始動後の燃料噴射量積算値ＱＩＮＪＳＵＭが多くなるほどｇ（）の値は大きくなる
このようにして単位時間当たり燃料希釈量ΔＦＤ及び燃料蒸発量ΔＦＶが算出されると、
次に、以下の演算式（７）に基づいて燃料希釈度合ＦＤＳＵＭが算出される（ステップＳ
７２０）。
【０１４６】
ＦＤＳＵＭ←ＦＤＳＵＭ＋ΔＦＤ－ΔＦＶ　・・・（７）
上記演算式（７）に示されるように、ここでは、燃料希釈度合ＦＤＳＵＭの増大速度ΔＦ
Ｄ及びその低下速度ΔＦＶに基づいて現在の燃料希釈度合ＦＤＳＵＭが更新される。そし
て、その更新値が新たな燃料希釈度合ＦＤＳＵＭとして学習され、電子制御装置５０のメ
モリ５２に記憶保持される。
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【０１４７】
次に、この燃料希釈度合ＦＤＳＵＭと判定値ＦＤＳＵＭＨとが比較される（ステップＳ７
３０）。ここで、燃料希釈度合ＦＤＳＵＭが判定値ＦＤＳＵＭＨ以上である場合には（ス
テップＳ７３０：ＹＥＳ）、潤滑油全体の燃料希釈度合が大きくなっており、これ以上燃
料希釈が進行するとパージの濃度学習の信頼性低下等、その悪影響がもはや無視できない
程度に大きくなるものと判定される。そして、こうした判定がなされたことを条件に、燃
料希釈発生フラグＸＳが「ＯＮ」に設定される（ステップＳ７４０）。
【０１４８】
一方、燃料希釈度合ＦＤＳＵＭが判定値ＦＤＳＵＭＨ未満である場合には（ステップＳ７
３０：ＮＯ）、次に燃料希釈度合ＦＤＳＵＭと判定値ＦＤＳＵＭＬ（＜ＦＤＳＵＭＨ）と
が比較される（ステップＳ７３５）。ここで、燃料希釈度合ＦＤＳＵＭが判定値ＦＤＳＵ
ＭＬ以下である場合には（ステップＳ７３５：ＹＥＳ）、潤滑油全体の燃料希釈度合が小
さく、従って燃料噴射によって燃料希釈が一時的に発生して潤滑油全体の燃料希釈度合が
進行したとしても、これによる悪影響は殆ど無視できる程度のものであると判定される。
そして、こうした判定がなされことを条件に、燃料希釈発生フラグＸＳが「ＯＦＦ」に設
定される（ステップＳ７４５）。
【０１４９】
ステップＳ７４０，Ｓ７４５において、燃料希釈発生フラグＸＳが操作された後、或いは
先のステップＳ７３０，Ｓ７３５においていずれも否定判断された場合には、この一連の
処理は一旦終了される。
【０１５０】
そして、先の禁止条件判断処理（図１０参照）では、この燃料希釈度合算出処理を通じて
操作される燃料希釈発生フラグＸＳを用いて、ステップＳ６００の条件（１）にかかる判
断がなされる。この点については、第１の実施形態にかかる装置と同様である。
【０１５１】
以上説明した態様をもってパージ制御を行うようにした本実施形態にかかる装置によれば
、第１の実施形態において示した（１）及び（２）に記載されるものの他、更に以下のよ
うな作用効果が得られる。
【０１５２】
（６）気筒内周面１８の燃料付着量と相関を有するパラメータに基づいて燃料希釈度合Ｆ
ＤＳＵＭの増大速度（単位時間当たりの燃料希釈量）ΔＦＤを所定の時間周期Ｔ毎に算出
するようにしている。そして、この算出される増大速度ΔＦＤに基づいて現在の燃料希釈
度合ＦＤＳＵＭを更新するとともに、これを新たな燃料希釈度合ＦＤＳＵＭとして学習す
るようにしている。従って、燃料希釈度合ＦＤＳＵＭの増大に合わせてこれを精密に且つ
的確に推定することができ、上記（１）や（２）に記載される作用効果についてもそれら
を一層効果的に奏することができるようになる。
【０１５３】
（７）更にこうした学習に際しては、上記燃料希釈度合ＦＤＳＵＭの増大速度（単位時間
当たりの燃料希釈量）ΔＦＤのみならず、その低下速度（単位時間当たりの燃料蒸発量）
ΔＦＶについても、これを機関始動時水温ＴＨＷＳＴ及び機関始動後の燃料噴射量積算値
ＱＩＮＪＳＵＭから推定される潤滑油温度に基づいて算出するようにしている。そして、
これら増大速度ΔＦＤ及び低下速度ΔＦＶの双方に基づいて、上記燃料希釈度合ＦＤＳＵ
Ｍの更新及び学習を行うようにしている。従って、燃料希釈度合ＦＤＳＵＭの増大及び低
下の双方を合わせてこれを一層的確に推定することができるようになる。
【０１５４】
（８）また、気筒内周面１８の燃料付着量と相関を有するパラメータとして、特に、燃料
噴射量、燃料噴射時期、機関温度といった、この燃料付着量とより強い相関を有するもの
を選択するようにしているため、燃料希釈度合ＦＤＳＵＭの推定を一層的確に行うことが
できるようになる。
【０１５５】
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［第３の実施形態］
次に、本発明の第３の実施形態について説明する。
本実施形態では、先の禁止条件判断処理（図１０）のステップＳ６００において、燃料希
釈に起因する実空燃比と理論空燃比との間の乖離が実際に生じているか否かを判断する際
の判断手法が上記第１の実施形態と相違している。
【０１５６】
即ち、第１の実施形態では、燃料希釈度合の増大する状況下で内燃機関１０の運転がなさ
れたことの履歴、即ち冷間ショートトリップの履歴を監視し、その監視結果に基づいて、
燃料希釈度合が大きいことを推定するようにした。これに対して、本実施形態では、空燃
比学習値ＫＧｉについて機関高負荷域の値と機関低負荷域の値との乖離程度が大きいとき
に、この燃料希釈度合が大きい旨推定するようにしている。
【０１５７】
具体的には、図１０に示されるステップＳ６００の処理における条件（１）が以下のよう
に変更されている。
（１）｜ＫＧ５－ＫＧ１｜＞ＪＫＧ
ここで、上述したように「ＫＧ５」は最も高負荷側の領域Ｒ５における空燃比学習値ＫＧ
ｉであり、「ＫＧ１」は最も低負荷側の領域Ｒ１における空燃比学習値ＫＧｉである。ま
た、「ＪＫＧ」は、これら機関負荷領域の各空燃比学習値ＫＧ１，ＫＧ５の乖離程度が大
きい状態にあることを判定する判定値である。
【０１５８】
潤滑油から燃料が蒸発する場合、その燃料蒸発量の変化速度は極めて小さいため、これに
よる実空燃比と目標空燃比との定常的な乖離傾向は空燃比学習値ＫＧｉに反映されるよう
になる。
【０１５９】
また、機関低負荷時には、燃料噴射弁２０からの燃料噴射量が相対的に少なくなっている
ため、潤滑油から燃料が蒸発した場合に、内燃機関１０に供給される燃料量に占めるこの
燃料蒸発量の割合が機関高負荷運転時と比較して大きくなる。従って、機関低負荷時の空
燃比学習値ＫＧ１は、蒸発燃料量の影響を受け易く、機関高負荷運転時の空燃比学習値Ｋ
Ｇ５と比較すると、その乖離傾向に違いがみられるようになる。
【０１６０】
このため、条件式（１）を用いて、両空燃比学習値ＫＧ１，ＫＧ５の乖離程度を監視する
ことにより、潤滑油からの燃料蒸発量が増大していることを的確に判断したうえでパージ
を禁止することができるようになる。その結果、本実施形態においても、第１の実施形態
において記載した（１）及び（２）と同等の作用効果を得ることができる。
【０１６１】
以上説明した各実施形態にかかる装置は、以下のようにその構成や制御手順の一部を変更
して実施することができる。
・各実施形態では、空燃比補正量ＦＡＦＫＧｉが判定値ＪＭＩＮ１以下であること、を禁
止実行条件に含めるようにしたが、例えば、燃料希釈発生フラグＸＳが「ＯＮ」に設定さ
れていること、或いは機関負荷領域の各空燃比学習値ＫＧ１，ＫＧ５の乖離程度が大きい
こと（｜ＫＧ５－ＫＧ１｜＞ＪＫＧ）のみをこうした禁止の条件に設定するようにしても
よい。
【０１６２】
・第３の実施形態では、機関高負荷域の値と機関低負荷域の値との乖離程度が大きいこと
をこれらの差によって評価するようにしたが、例えばこれらの比などによって評価するこ
ともできる。或いは、例えば高負荷側の負荷領域Ｒ３～Ｒ５の空燃比学習値ＫＧ５～ＫＧ
３に基づいて低負荷域Ｒ１の空燃比学習値を外挿方等により推定し、その推定値と実際の
空燃比学習値ＫＧ１との比較に基づいて上記乖離程度を評価するようにしてもよい。
【０１６３】
・第１の実施形態において、図３のステップＳ１６０の処理では、機関冷却水温ＴＨＷと
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所定温度ＴＨＷＨとを比較することにより、潤滑油全体の平均温度が上昇するのに伴って
潤滑油全体から蒸発する燃料量が所定量にまで上昇していることを判断するようにした。
ここで、燃料蒸発量をより正確に求める上では、例えば、以下のような方法を用いるよう
にしてもよい。即ち、機関始動時水温ＴＨＷＳＴに基づいて潤滑油温度の初期値を推定し
、次に機関始動後の燃料噴射量積算値（燃焼形態として均質燃焼が選択されている場合に
限れば、これを吸入空気量積算値で代用することもできる）に基づいてその温度上昇量を
推定する。そして、これら初期値及び温度上昇量の加算値として求められる潤滑油温度に
基づいて、燃料蒸発量を求めることもできる。
【０１６４】
・第１の実施形態では、機関始動時水温ＴＨＷＳＴが所定温度ＴＨＷＬ以下であり且つ機
関始動後の吸入空気量積算値ＧＡＳＵＭが所定量ＧＡＳＵＭＬ以下であることを、今回の
機関運転が冷間ショートトリップに該当する旨判断する際の判断条件とした。この判断条
件を変更し、例えば、機関始動後から停止されるまでの機関運転時間を計時し、機関始動
時水温ＴＨＷＳＴが所定温度ＴＨＷＬ以下であり且つこの機関運転時間が所定値以下であ
ることに基づいて上記判断を行うようにしてもよい。
【０１６５】
・第１の実施形態において、機関始動後の吸入空気量積算値ＧＡＳＵＭと比較される所定
量ＧＡＳＵＭＬを機関始動時水温ＴＨＷＳＴに応じて可変設定するようにしてもよい。具
体的には、機関始動時水温ＴＨＷＳＴが高くなるほど、この所定量ＧＡＳＵＭＬが少なく
なるようにこれを設定するのが望ましい。
【０１６６】
・第１の実施形態では、希釈度合カウンタ値Ｃを所定量αづつカウントアップするように
した。ここで、機関始動時水温ＴＨＷＳＴと所定温度ＴＨＷＬとの乖離度（例えばその偏
差（ＴＨＷＬ－ＴＨＷＳＴ）等）が大きいときほど、燃料希釈量は増大する傾向にあるた
め、上記所定量αをこの乖離度が大きいときほど増大させるようにする構成も有効である
。また、機関始動後の吸入空気量積算値ＧＡＳＵＭと所定量ＧＡＳＵＭＬとの乖離度（例
えばその差（ＧＡＳＵＭＬ－ＧＡＳＵＭ））についても同様に、この乖離度が大きいとき
ほど、所定量αを増大させるようにしてもよい。更に、これら各乖離度の双方に基づいて
所定量αを可変設定する構成も有効である。
【０１６７】
・第１の実施形態では、希釈度合カウンタ値Ｃを所定量βづつカウントダウンするように
した。ここで、機関冷却水温ＴＨＷと所定温度ＴＨＷＨとの乖離度（例えばその偏差（Ｔ
ＨＷ－ＴＨＷＨ）等）が大きいときほど、燃料蒸発量は増大する傾向にあるため、上記所
定量βをこの乖離度が大きいときほど増大させるようにするようにしてもよい。
【０１６８】
・第１の実施形態や上述したその変形例においては、今回の機関運転が冷間ショートトリ
ップに該当するか否かの判断に際して、機関始動後の吸入空気量積算値ＧＡＳＵＭとこれ
に対応する所定量ＧＡＳＵＭＬとを比較するようにしたが、この機関始動後の吸入空気量
積算値ＧＡＳＵＭに代えて、機関始動後の燃料噴射積算値を採用することもできる。
【０１６９】
・上記各実施形態では、空燃比補正量ＦＡＦＫＧｉの算出に際しては、上記式（３）にあ
るように、フィードバック補正係数ＦＡＦ及び空燃比学習値ＫＧｉの双方を参照するよう
にしたが、例えば空燃比学習値ＫＧｉのみ参照するようにしてもよい。
【０１７０】
・上記各実施形態においては、燃料希釈及び潤滑油からの燃料の蒸発は、基本的に機関運
転中にのみ生じるとの前提のもと、燃料希釈度合を推定するようにしている。確かに、機
関運転中に発生するこれら燃料希釈及び燃料蒸発の各量は機関停止中よりも多くなる傾向
にあるが、燃料蒸発についていえばこうした機関停止中であっても実際には発生すること
がある。このため、例えば、機関停止時間を計時するとともに、機関始動時（或いは機関
停止時）の潤滑油温度を推定し、これら機関停止時間及び潤滑油温度に基づいて、こうし
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た機関停止中の燃料蒸発量を推定するようにしてもよい。そして、燃料希釈度合を推定す
る際には、こうした機関停止中の燃料蒸発量についても併せて考慮するようにすれば、一
層的確に同燃料希釈度合を推定することができるようになる。
【０１７１】
・各燃料噴射において発生する燃焼熱は、吸入空気量や燃料噴射量の他、燃料噴射時の空
燃比や点火時期等によっても変化する。このため、第１の実施形態にあっては、機関始動
後の吸入空気量積算値ＧＡＳＵＭの算出に際して、また第２の実施形態にあっては、機関
始動後の燃料噴射量積算値ＱＩＮＪＳＵＭの算出に際して、この点を考慮することも有効
である。具体的には、これら各値ＧＡＳＵＭ，ＱＩＮＪＳＵＭについて、空燃比や点火時
期等による重み付けを行いつつその積算を行うなどの方法も、燃焼熱量や更には潤滑油温
度の推定においてその精度を高める上で有効である。
【０１７２】
・上記各実施形態では、潤滑油温度を機関冷却水温ＴＨＷ、機関始動時水温ＴＨＷＳＴ、
機関始動後の燃料噴射量積算値ＱＩＮＪＳＵＭ等、機関運転状態に基づいて推定するよう
にした。これを例えば、潤滑油温度を直接検出するセンサを設ける構成とし、その検出結
果に基づいて上述した種々の制御を行うように変更してもよい。尚、この場合には、オイ
ルパン７４内の潤滑油温度等、潤滑油全体の平均温度と相関の高い温度状態にある潤滑油
の温度を検出する構成とするのが望ましい。
【図面の簡単な説明】
【図１】蒸発燃料処理装置及びこれが適用される内燃機関の概略構成図。
【図２】運転監視処理の処理手順を示すフローチャート。
【図３】運転監視処理の処理手順を示すフローチャート。
【図４】燃料希釈発生フラグの操作態様等を示すタイミングチャート。
【図５】燃料噴射量算出処理の処理手順を示すフローチャート。
【図６】フィードバック補正係数の変化態様例を示すタイミングチャート。
【図７】空燃比フィードバック処理の処理手順を示すフローチャート。
【図８】空燃比学習処理の処理手順を示すフローチャート。
【図９】パージ濃度学習処理の処理手順を示すフローチャート。
【図１０】禁止条件判断処理の処理手順を示すフローチャート。
【図１１】燃料希釈度合算出処理の処理手順を示すフローチャート。
【符号の説明】
１０…内燃機関、１１…吸気通路、１２…燃焼室、１３…排気通路、１４…ピストン、１
６…ヘッドカバー、１７…気筒、１８…気筒内周面、１９…クランクケース、２０…燃料
噴射弁、２１…吸気弁、２２…点火プラグ、２３…排気弁、２４…デリバリパイプ、２５
…燃料ポンプ、２６…スロットルバルブ、２７…触媒装置、４２…吸入空気量センサ、４
３…回転速度センサ、４４…アクセルセンサ、４５…水温センサ、４７…流量制御弁、５
０…電子制御装置（推定手段、禁止手段）、５２…メモリ、６０…アクセルペダル、７０
…潤滑系、７２…潤滑油供給装置、７４…オイルパン、８０…ブローバイガス還元装置、
８２…連通路、８４…ブローバイガス通路、８６…流量調節弁、９０…蒸発燃料処理装置
（蒸発燃料処理機構）、９１…キャニスタ、９２…燃料タンク、９３…導入路、９４…パ
ージ通路。
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【 図 ５ 】
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